
山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
六
十
六
号
　
　
令
和
五
年
四
月
三
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
五
三

山
梨
県
公
報

第
三
百
六
十
六
号

令
和
五
年

四
月
三
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
（
二
件
）	

二
五
三

○
公
印
の
廃
止	

二
五
三

○
救
急
病
院
等
の
認
定	

二
五
四

○
道
路
の
区
域
変
更	

二
五
四

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可	

二
五
四

○
山
梨
県
手
数
料
条
例
別
表
第
二
の
百
八
十
八
の
項
イ
の
知
事
が
指
定
す
る
者
及
び
知
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

二
五
五

　

が
指
定
す
る
書
類
の
廃
止

○
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
の
廃
止
の
届
出	

二
五
五

○
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
売
り
さ
ば
き
場
所
の
変
更	

二
五
六

公

告

○
土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定　
　
　
　
　

（
二
件
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

二
五
六

○
公
共
測
量
の
終
了	

二
五
六

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

二
五
六

人
事
委
員
会

○
簡
易
な
手
続
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	
二
五
七

　

扱
事
務
の
名
称
等

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

S
B
ペ
イ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
株
式
会

社　

東
京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
七
番
一
号
東
京
ポ
ー
ト
シ
テ
ィ
竹
芝
オ
フ
ィ
ス
タ
ワ
ー

二　

指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
日　

令
和
五
年
四
月
一
日

三　

指
定
納
付
受
託
者
に
代
理
納
付
さ
せ
る
歳
入　

寄
附
金
歳
入
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
納

付
す
る
ふ
る
さ
と
納
税
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四　

指
定
納
付
受
託
者
が
代
理
納
付
の
対
象
と
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
種
類
等

1　

次
に
掲
げ
る
国
際
ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が
付
さ
れ
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

㈠　

V
ISA

㈡　

M
asterCard

㈢　

JCB

㈣　

A
M
ERICA

N　
EX
PRESS

㈤　

D
iners　

Club　
International

2　

次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
の
キ
ャ
リ
ア
決
済

㈠　

ソ
フ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社

㈡　

K
D
D
I
株
式
会
社

㈢　

沖
縄
セ
ル
ラ
ー
電
話
株
式
会
社

㈣　

株
式
会
社
N
T
T
ド
コ
モ

五　

指
定
納
付
受
託
者
に
代
理
納
付
さ
せ
る
期
間　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

P
a
y
P
a
y
株
式
会
社　

東
京
都

千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号

二　

指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
日　

令
和
五
年
四
月
一
日

三　

指
定
納
付
受
託
者
に
代
理
納
付
さ
せ
る
歳
入　

寄
附
金
歳
入
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
納

付
す
る
ふ
る
さ
と
納
税
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四　

指
定
納
付
受
託
者
が
代
理
納
付
の
対
象
と
す
る
電
子
決
済
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

1　

P
a
y
P
a
y
残
高
払
い

2　

P
a
y
P
a
y
あ
と
払
い

五　

指
定
納
付
受
託
者
に
代
理
納
付
さ
せ
る
期
間　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
号



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
六
十
六
号
　
　
令
和
五
年
四
月
三
日

二
五
四

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

施
行
者
の
名
称　

南
ア
ル
プ
ス
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称　

南
ア
ル
プ
ス
都
市
計
画
下
水
道
事
業
南
ア
ル
プ
ス
市
公
共
下

水
道

三　

事
業
施
行
期
間　

昭
和
六
十
二
年
二
月
十
六
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

1　

収
用
の
部
分　

昭
和
六
十
二
年
山
梨
県
告
示
第
五
十
四
号
、
平
成
元
年
山
梨
県
告
示
第
三
十
三

号
、
平
成
元
年
山
梨
県
告
示
第
三
十
四
号
、
平
成
三
年
山
梨
県
告
示
第
八
十
三
号
、
平
成
三
年
山

梨
県
告
示
第
八
十
四
号
、
平
成
四
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号
、
平
成
四
年
山
梨
県
告
示
第

四
百
七
十
一
号
、
平
成
六
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
十
四
号
、
平
成
六
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
十
五

号
、
平
成
七
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
八
号
、
平
成
七
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号
、
平
成
八

年
山
梨
県
告
示
第
百
号
、
平
成
八
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号
、
平
成
九
年
山
梨
県
告
示
第

三
百
八
十
九
号
、
平
成
十
年
山
梨
県
告
示
第
三
十
四
号
、
平
成
十
年
山
梨
県
告
示
第
三
十
五
号
、

平
成
十
年
山
梨
県
告
示
第
三
十
六
号
、
平
成
十
年
山
梨
県
告
示
第
三
十
七
号
、
平
成
十
二
年
山
梨

県
告
示
第
十
四
号
、
平
成
十
二
年
山
梨
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号
、
平
成
十
三
年
山
梨
県
告
示
第

五
百
三
号
、
平
成
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
五
百
十
二
号
、
平
成
十
五
年
山
梨
県
告
示
第
八
十
九

号
、
平
成
十
五
年
山
梨
県
告
示
第
百
六
号
、
平
成
十
五
年
山
梨
県
告
示
第
百
七
号
、
平
成
十
五
年

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
三
号
、
平
成
二
十
年
山
梨
県
告
示
第
百
六
十
三
号
、
平
成
二
十
七
年
山
梨

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
字
川
浦
六
一
五
番
一

地
先
か
ら

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
字
橋
場
二
七
八

八
番
一
地
先
ま
で

旧

一
〇
・
一
～

　
　
　

二
四
・
八
　

一
二
六
・
六

新

一
〇
・
一
～

　
　
　

五
一
・
一
　

一
二
六
・
六

山
梨
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
九
号
）
に
基
づ
き
、
リ
ニ
ア
未
来
創
造
局
用

及
び
ス
ポ
ー
ツ
振
興
局
用
の
山
梨
県
知
事
印
を
令
和
五
年
四
月
一
日
付
け
で
廃
止
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
一
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在
地

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
山
梨
病
院
甲
府
市
朝
日
三
丁
目
十
一
番
十
六
号

峡
南
医
療
セ
ン
タ
ー
企
業
団
市
川
三
郷
病
院

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
四
百
二

十
八
番
地
一

峡
南
医
療
セ
ン
タ
ー
企
業
団
富
士
川
病
院

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鰍
沢
三
百
四
十
番
地

一

二　

認
定
期
限　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
（
身
延
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
五
年
四
月
二
十
四
日
ま
で
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
四
月
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路
線
名　

甲
府
市
川
三
郷
線

三　

道
路
の
区
域



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
六
十
六
号
　
　
令
和
五
年
四
月
三
日

二
五
五

土
交
通
省
令
第
一
号
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
複
合
建
築
物
に
つ
い
て
二
㈠
に
掲
げ

る
書
類
を
作
成
す
る
場
合　

㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

二　

知
事
が
指
定
す
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

㈠　

一
に
掲
げ
る
者
が
作
成
し
た
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
請
に
係
る
建
築
物

が
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を

証
す
る
書
類

㈡　

法
第
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
の
写
し
及
び
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
条
第
五
項
、
第
七
条
の
二
第
五
項
又
は
第
十
八
条
第
十
八
項
に
規
定

す
る
検
査
済
証
の
写
し

㈢　

法
第
三
十
条
第
一
項
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
に
係
る
建
築

物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令

第
五
号
）
第
二
十
五
条
第
二
項
の
通
知
書
の
写
し
及
び
建
築
基
準
法
第
七
条
第
五
項
、
第
七
条
の

二
第
五
項
又
は
第
十
八
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
検
査
済
証
の
写
し

㈣　

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
五
十
四
条

第
一
項
に
基
づ
く
認
定
に
係
る
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十

四
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
六
号
）
第
四
十
三
条
第
二
項
の
通
知
書
の
写
し
及
び
建
築
基
準
法
第

七
条
第
五
項
、
第
七
条
の
二
第
五
項
又
は
第
十
八
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
検
査
済
証
の
写
し

㈤　

住
宅
品
質
確
保
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
建
設
住
宅
性
能
評
価
書
（
日
本
住
宅
性
能
表
示

基
準
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
四
十
六
号
）
に
基
づ
く
断
熱
等
性
能
等
級
四
及

び
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
級
四
又
は
等
級
五
（
法
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
建
築
物
の
住
宅

部
分
に
つ
い
て
は
、
等
級
三
、
等
級
四
又
は
等
級
五
）
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
の
写

し

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
五
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
し
た
山
梨
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

売
り
さ
ば
き
場
所

　

住　
　
　
　

所

　

氏　
　

名

　

廃　

止　

年　

月　

日

甲
府
市
大
津
町
二
〇

九
四　

山
梨
県
工
業

技
術
セ
ン
タ
ー
内

甲
府
市
大
津
町
二
〇

九
四　

山
梨
県
工
業

技
術
セ
ン
タ
ー
内

一
般
社
団
法
人

山
梨
県
発
明
協

会

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

県
告
示
第
百
十
六
号
、
令
和
二
年
山
梨
県
告
示
第
百
十
三
号
及
び
令
和
二
年
山
梨
県
告
示
第
二
百

四
十
三
号
の
事
業
地
に
、
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
十
五
所
字
村
内
並
び
に
大
字
十
日
市
場
字
清
住
及

び
字
御
前
崎
の
全
部
を
加
え
、
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
飯
野
字
堰
下
、
大
字
上
八
田
字
中
沢
、
字
中

沢
前
、
字
産
神
、
字
宿
西
、
字
中
畑
、
字
西
新
居
、
字
中
島
、
字
大
門
西
、
字
大
門
東
、
字
中
村

前
、
字
天
神
前
、
字
下
村
、
字
懐
地
蔵
、
字
堂
前
及
び
字
半
月
、
大
字
徳
永
字
坂
の
上
、
大
字
西

野
字
東
北
原
、
字
西
和
田
、
字
柳
原
、
字
観
音
堂
、
字
道
上
、
字
西
原
、
字
道
下
、
字
明
躰
及
び

字
塞
神
、
大
字
上
宮
地
字
堤
尻
及
び
字
牧
野
、
大
字
上
今
井
字
神
明
下
、
大
字
十
五
所
字
宮
西
、

字
村
東
、
字
古
屋
敷
及
び
字
村
前
東
並
び
に
大
字
十
日
市
場
字
林
間
、
字
溝
呂
木
道
下
、
字
屋
敷

前
及
び
字
前
田
道
下
の
各
一
部
を
加
え
、
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
飯
野
字
三
宮
神
、
字
村
西
、
字
原

田
及
び
字
七
社
、
大
字
西
野
字
子
森
、
字
東
原
、
字
宮
ノ
西
、
字
西
久
根
及
び
字
夏
目
原
、
大
字

吉
田
字
西
原
、
字
北
原
及
び
字
中
畑
、
大
字
十
五
所
字
立
石
及
び
字
村
前
西
並
び
に
大
字
十
日
市

場
字
北
林
、
字
角
力
場
、
字
溝
呂
木
道
上
、
字
新
居
道
上
、
字
新
居
道
下
、
字
河
原
添
、
字
西
村

前
及
び
字
東
前
田
の
各
地
内
に
お
い
て
各
一
部
の
事
業
地
を
変
更
す
る
。

2　

使
用
の
部
分　

な
し

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
四
号

山
梨
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
（
令
和
五
年
山

梨
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
別
表
第
二
の
知
事
が
指
定
す
る
者

及
び
知
事
が
指
定
す
る
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
令
和
五
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
適
用
し
、
山
梨

県
手
数
料
条
例
別
表
第
二
の
百
八
十
八
の
項
イ
の
知
事
が
指
定
す
る
者
及
び
知
事
が
指
定
す
る
書
類

（
平
成
二
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
五
年
四
月
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

知
事
が
指
定
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
者
と
す

る
。

㈠　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
住
宅
部
分
（
以
下
「
非
住
宅
部

分
」
と
い
う
。
）
の
み
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
二
㈠
に
掲
げ
る
書
類
を
作
成
す
る
場

合
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関

㈡　

法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
部
分
（
以
下
「
住
宅
部
分
」
と
い
う
。
）
の
み
の
用
途

に
供
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
二
㈠
に
掲
げ
る
書
類
を
作
成
す
る
場
合　

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下
「
住
宅
品
質
確
保
法
」
と
い
う
。
）

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関

㈢　

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
・
国



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
六
十
六
号
　
　
令
和
五
年
四
月
三
日

二
五
六

三　

縦
覧
場
所　

北
杜
市
役
所

四　

審
査
請
求
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
五
年
五
月
十
六
日
ま
で

五　

取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
五
年
十
月
三
日
ま
で

◉　

土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土

地
改
良
事
業
（
柿
平
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対

し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に

係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
四
月
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

縦
覧
書
類　

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
五
年
五
月
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

北
杜
市
役
所

四　

審
査
請
求
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
五
年
五
月
十
六
日
ま
で

五　

取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
五
年
十
月
三
日
ま
で

◉　

公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ

た
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

二　

測
量
の
地
域　

山
梨
県
南
都
留
郡
鳴
沢
村
地
内
外

三　

測
量
の
期
間　

令
和
四
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
十
五
日
ま
で

◉　

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
六
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
し
た
山
梨
県
収
入
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
場
所
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
変
更
す
る
こ
と
を
認
め
た
。

令
和
五
年
四
月
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

売
り
さ
ば
き
場
所

　

住　
　

所

　

氏　
　

名

変
更
年
月
日

　
　

変
更
前

　
　

変
更
後

富
士
吉
田
市
竜
ヶ

丘
二
丁
目
六
番
十

一
号　

セ
ブ
ン

－

イ
レ
ブ
ン
富
士
吉

田
お
ひ
め
坂
通
り

店

富
士
吉
田
市
竜
ヶ

丘
三
丁
目
十
二
番

九
号　

セ
ブ
ン

－

イ
レ
ブ
ン
富
士
吉

田
お
ひ
め
坂
通
り

店

富
士
吉
田
市
小
明

見
三
丁
目
二
番
十

三
号

有
限
会
社
富
士

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
シ
ス
テ
ム
ズ

　

代
表
取
締
役

　

太
田
敏
夫

令
和
五
年
二
月

二
十
八
日

公　
　
　

告

◉　

土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土

地
改
良
事
業
（
菅
沼
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対

し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に

係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
四
月
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

縦
覧
書
類　

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
五
年
五
月
一
日
ま
で

売
り
さ
ば
き
場
所

　

住　
　
　
　

所

　

氏　
　

名

　

廃　

止　

年　

月　

日

甲
府
市
大
津
町
二
〇

九
四　

山
梨
県
工
業

技
術
セ
ン
タ
ー
内

甲
府
市
大
津
町
二
〇

九
四　

山
梨
県
工
業

技
術
セ
ン
タ
ー
内

一
般
社
団
法
人

山
梨
県
発
明
協

会

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
六
十
六
号
　
　
令
和
五
年
四
月
三
日

二
五
七

個
人
情
報
取
扱
事
務
の
名
称

記
録
項
目

閲
覧
期
間

閲
覧
場
所

一　

職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒

業
程
度
）

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

又
は
結
果
、
合
計
得
点
、
最
終

合
計
得
点
及
び
順
位

合
格
発
表
の

日
か
ら
一
月

間

山
梨
県
人
事

委
員
会
事
務

局

二　

職
員
採
用
試
験
（
短
大
卒

業
程
度
）　

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

三　

職
員
採
用
試
験
（
高
校
卒

業
程
度
）

同
右

同
右

同
右

四　

資
格
免
許
職
職
員
採
用
試

験

第
一
次
試
験　

得
点
及
び
順
位

（
最
終
合
格
発
表
前
に
お
い
て

は
、
不
合
格
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

五　

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者

職
員
採
用
試
験

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

六　

警
察
官
採
用
試
験
A

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
又
は
結
果
、
合
計
得
点
及
び

順
位
（
最
終
合
格
発
表
前
に
お

い
て
は
、
不
合
格
者
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

又
は
結
果
、
合
計
得
点
、
第
一

次
試
験
と
第
二
次
試
験
の
合
計

得
点
及
び
順
位
（
最
終
合
格
発

表
前
に
お
い
て
は
、
不
合
格
者

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
三
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

又
は
結
果
、
合
計
得
点
、
最
終

合
計
得
点
及
び
順
位

同
右

同
右

七　

警
察
官
採
用
試
験
B

同
右

同
右

同
右

八　

小
中
学
校
事
務
職
員
採
用

試
験

第
一
次
試
験　

得
点
及
び
順
位

（
最
終
合
格
発
表
前
に
お
い
て

は
、
不
合
格
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

九　

小
中
学
校
栄
養
職
員
採
用

試
験

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

十　

任
期
付
職
員
採
用
試
験

同
右

同
右

同
右

十
一　

職
員
採
用
試
験
（
就
職

氷
河
期
世
代
）

第
一
次
試
験　

得
点
及
び
順
位

（
最
終
合
格
発
表
前
に
お
い
て

は
、
不
合
格
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

十
二　

障
害
者
を
対
象
と
し
た

職
員
採
用
選
考

同
右

同
右

同
右

十
三　

職
員
採
用
選
考
（
研
究

　

）

人
事
委
員
会
が
実
施
す
る
個
別

面
接
得
点
及
び
順
位

任
命
権
者
が

最
終
選
考
結

果
通
知
を
発

送
し
た
日
か

ら
一
月
間

同
右

十
四　

職
員
採
用
選
考
（
獣
医

師
）

同
右

同
右

同
右

十
五　

職
員
採
用
選
考
（
職
業

訓
練
）

同
右

同
右

同
右

十
六　

警
察
官
採
用
選
考

同
右

同
右

同
右

十
七　

職
員
採
用
選
考
（
航
空

整
備
士
）

同
右

同
右

同
右

十
八　

職
員
採
用
選
考
（
言
語

聴
覚
士
）

同
右

同
右

同
右

十
九　

職
員
採
用
選
考
（
消
防

　

）

同
右

同
右

同
右

二
十　

職
員
採
用
選
考
（
火
山

防
災
）

同
右

同
右

同
右

二
十
一　

職
員
採
用
選
考
（
行

政
）

同
右

同
右

同
右

二
十
二　

職
員
採
用
選
考
（
情

報
処
理
技
術
者
）

同
右

同
右

同
右

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
石
字
中
野
山
二
千

七
百
九
十
番
六
の
一
部
、
二
千
七
百
九
十
番
十
三
の
一
部
及
び
二
千
七
百
九
十
番
二
十
九
の
一
部
の

区
域

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
六
千
七
百
十

三
番
地
八　

株
式
会
社
T
・
S　

代
表
取
締
役　

山
下　

茂

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号

簡
易
な
手
続
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
名

称
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
四
月
三
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

信　
　

田　
　

恵　
　

三

簡
易
な
手
続
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務

の
名
称
等

山
梨
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
号
）
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
簡
易
な
手
続
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る

個
人
情
報
取
扱
事
務
の
名
称
及
び
記
録
項
目
、
閲
覧
期
間
並
び
に
閲
覧
場
所
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

個
人
情
報
取
扱
事
務
の
名
称

記
録
項
目

閲
覧
期
間

閲
覧
場
所

一　

職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒

業
程
度
）

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

又
は
結
果
、
合
計
得
点
、
最
終

合
計
得
点
及
び
順
位

合
格
発
表
の

日
か
ら
一
月

間

山
梨
県
人
事

委
員
会
事
務

局

二　

職
員
採
用
試
験
（
短
大
卒

業
程
度
）　

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

三　

職
員
採
用
試
験
（
高
校
卒

業
程
度
）

同
右

同
右

同
右

四　

資
格
免
許
職
職
員
採
用
試

験

第
一
次
試
験　

得
点
及
び
順
位

（
最
終
合
格
発
表
前
に
お
い
て

は
、
不
合
格
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

五　

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者

職
員
採
用
試
験

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

六　

警
察
官
採
用
試
験
A

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
又
は
結
果
、
合
計
得
点
及
び

順
位
（
最
終
合
格
発
表
前
に
お

い
て
は
、
不
合
格
者
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

又
は
結
果
、
合
計
得
点
、
第
一

次
試
験
と
第
二
次
試
験
の
合
計

得
点
及
び
順
位
（
最
終
合
格
発

表
前
に
お
い
て
は
、
不
合
格
者

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
三
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

又
は
結
果
、
合
計
得
点
、
最
終

合
計
得
点
及
び
順
位

同
右

同
右

七　

警
察
官
採
用
試
験
B

同
右

同
右

同
右

八　

小
中
学
校
事
務
職
員
採
用

試
験

第
一
次
試
験　

得
点
及
び
順
位

（
最
終
合
格
発
表
前
に
お
い
て

は
、
不
合
格
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

九　

小
中
学
校
栄
養
職
員
採
用

試
験

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

十　

任
期
付
職
員
採
用
試
験

同
右

同
右

同
右

十
一　

職
員
採
用
試
験
（
就
職

氷
河
期
世
代
）

第
一
次
試
験　

得
点
及
び
順
位

（
最
終
合
格
発
表
前
に
お
い
て

は
、
不
合
格
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

十
二　

障
害
者
を
対
象
と
し
た

職
員
採
用
選
考

同
右

同
右

同
右

十
三　

職
員
採
用
選
考
（
研
究

　

）

人
事
委
員
会
が
実
施
す
る
個
別

面
接
得
点
及
び
順
位

任
命
権
者
が

最
終
選
考
結

果
通
知
を
発

送
し
た
日
か

ら
一
月
間

同
右

十
四　

職
員
採
用
選
考
（
獣
医

師
）

同
右

同
右

同
右

十
五　

職
員
採
用
選
考
（
職
業

訓
練
）

同
右

同
右

同
右

十
六　

警
察
官
採
用
選
考

同
右

同
右

同
右

十
七　

職
員
採
用
選
考
（
航
空

整
備
士
）

同
右

同
右

同
右

十
八　

職
員
採
用
選
考
（
言
語

聴
覚
士
）

同
右

同
右

同
右

十
九　

職
員
採
用
選
考
（
消
防

　

）

同
右

同
右

同
右

二
十　

職
員
採
用
選
考
（
火
山

防
災
）

同
右

同
右

同
右

二
十
一　

職
員
採
用
選
考
（
行

政
）

同
右

同
右

同
右

二
十
二　

職
員
採
用
選
考
（
情

報
処
理
技
術
者
）

同
右

同
右

同
右



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
六
十
六
号
　
　
令
和
五
年
四
月
三
日

二
五
八

個
人
情
報
取
扱
事
務
の
名
称

記
録
項
目

閲
覧
期
間

閲
覧
場
所

一　

職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒

業
程
度
）

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

又
は
結
果
、
合
計
得
点
、
最
終

合
計
得
点
及
び
順
位

合
格
発
表
の

日
か
ら
一
月

間

山
梨
県
人
事

委
員
会
事
務

局

二　

職
員
採
用
試
験
（
短
大
卒

業
程
度
）　

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

三　

職
員
採
用
試
験
（
高
校
卒

業
程
度
）

同
右

同
右

同
右

四　

資
格
免
許
職
職
員
採
用
試

験

第
一
次
試
験　

得
点
及
び
順
位

（
最
終
合
格
発
表
前
に
お
い
て

は
、
不
合
格
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

五　

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者

職
員
採
用
試
験

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

六　

警
察
官
採
用
試
験
A

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
又
は
結
果
、
合
計
得
点
及
び

順
位
（
最
終
合
格
発
表
前
に
お

い
て
は
、
不
合
格
者
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

又
は
結
果
、
合
計
得
点
、
第
一

次
試
験
と
第
二
次
試
験
の
合
計

得
点
及
び
順
位
（
最
終
合
格
発

表
前
に
お
い
て
は
、
不
合
格
者

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
三
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

又
は
結
果
、
合
計
得
点
、
最
終

合
計
得
点
及
び
順
位

同
右

同
右

七　

警
察
官
採
用
試
験
B

同
右

同
右

同
右

八　

小
中
学
校
事
務
職
員
採
用

試
験

第
一
次
試
験　

得
点
及
び
順
位

（
最
終
合
格
発
表
前
に
お
い
て

は
、
不
合
格
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

九　

小
中
学
校
栄
養
職
員
採
用

試
験

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

十　

任
期
付
職
員
採
用
試
験

同
右

同
右

同
右

十
一　

職
員
採
用
試
験
（
就
職

氷
河
期
世
代
）

第
一
次
試
験　

得
点
及
び
順
位

（
最
終
合
格
発
表
前
に
お
い
て

は
、
不
合
格
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

十
二　

障
害
者
を
対
象
と
し
た

職
員
採
用
選
考

同
右

同
右

同
右

十
三　

職
員
採
用
選
考
（
研
究

　

）

人
事
委
員
会
が
実
施
す
る
個
別

面
接
得
点
及
び
順
位

任
命
権
者
が

最
終
選
考
結

果
通
知
を
発

送
し
た
日
か

ら
一
月
間

同
右

十
四　

職
員
採
用
選
考
（
獣
医

師
）

同
右

同
右

同
右

十
五　

職
員
採
用
選
考
（
職
業

訓
練
）

同
右

同
右

同
右

十
六　

警
察
官
採
用
選
考

同
右

同
右

同
右

十
七　

職
員
採
用
選
考
（
航
空

整
備
士
）

同
右

同
右

同
右

十
八　

職
員
採
用
選
考
（
言
語

聴
覚
士
）

同
右

同
右

同
右

十
九　

職
員
採
用
選
考
（
消
防

　

）

同
右

同
右

同
右

二
十　

職
員
採
用
選
考
（
火
山

防
災
）

同
右

同
右

同
右

二
十
一　

職
員
採
用
選
考
（
行

政
）

同
右

同
右

同
右

二
十
二　

職
員
採
用
選
考
（
情

報
処
理
技
術
者
）

同
右

同
右

同
右

個
人
情
報
取
扱
事
務
の
名
称

記
録
項
目

閲
覧
期
間

閲
覧
場
所

一　

職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒

業
程
度
）

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

又
は
結
果
、
合
計
得
点
、
最
終

合
計
得
点
及
び
順
位

合
格
発
表
の

日
か
ら
一
月

間

山
梨
県
人
事

委
員
会
事
務

局

二　

職
員
採
用
試
験
（
短
大
卒

業
程
度
）　

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

三　

職
員
採
用
試
験
（
高
校
卒

業
程
度
）

同
右

同
右

同
右

四　

資
格
免
許
職
職
員
採
用
試

験

第
一
次
試
験　

得
点
及
び
順
位

（
最
終
合
格
発
表
前
に
お
い
て

は
、
不
合
格
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

五　

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者

職
員
採
用
試
験

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

六　

警
察
官
採
用
試
験
A

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
又
は
結
果
、
合
計
得
点
及
び

順
位
（
最
終
合
格
発
表
前
に
お

い
て
は
、
不
合
格
者
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

又
は
結
果
、
合
計
得
点
、
第
一

次
試
験
と
第
二
次
試
験
の
合
計

得
点
及
び
順
位
（
最
終
合
格
発

表
前
に
お
い
て
は
、
不
合
格
者

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
三
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

又
は
結
果
、
合
計
得
点
、
最
終

合
計
得
点
及
び
順
位

同
右

同
右

七　

警
察
官
採
用
試
験
B

同
右

同
右

同
右

八　

小
中
学
校
事
務
職
員
採
用

試
験

第
一
次
試
験　

得
点
及
び
順
位

（
最
終
合
格
発
表
前
に
お
い
て

は
、
不
合
格
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

九　

小
中
学
校
栄
養
職
員
採
用

試
験

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

十　

任
期
付
職
員
採
用
試
験

同
右

同
右

同
右

十
一　

職
員
採
用
試
験
（
就
職

氷
河
期
世
代
）

第
一
次
試
験　

得
点
及
び
順
位

（
最
終
合
格
発
表
前
に
お
い
て

は
、
不
合
格
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

十
二　

障
害
者
を
対
象
と
し
た

職
員
採
用
選
考

同
右

同
右

同
右

十
三　

職
員
採
用
選
考
（
研
究

　

）

人
事
委
員
会
が
実
施
す
る
個
別

面
接
得
点
及
び
順
位

任
命
権
者
が

最
終
選
考
結

果
通
知
を
発

送
し
た
日
か

ら
一
月
間

同
右

十
四　

職
員
採
用
選
考
（
獣
医

師
）

同
右

同
右

同
右

十
五　

職
員
採
用
選
考
（
職
業

訓
練
）

同
右

同
右

同
右

十
六　

警
察
官
採
用
選
考

同
右

同
右

同
右

十
七　

職
員
採
用
選
考
（
航
空

整
備
士
）

同
右

同
右

同
右

十
八　

職
員
採
用
選
考
（
言
語

聴
覚
士
）

同
右

同
右

同
右

十
九　

職
員
採
用
選
考
（
消
防

　

）

同
右

同
右

同
右

二
十　

職
員
採
用
選
考
（
火
山

防
災
）

同
右

同
右

同
右

二
十
一　

職
員
採
用
選
考
（
行

政
）

同
右

同
右

同
右

二
十
二　

職
員
採
用
選
考
（
情

報
処
理
技
術
者
）

同
右

同
右

同
右



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
六
十
六
号
　
　
令
和
五
年
四
月
三
日

二
五
九

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
名

称
等
の
廃
止
）

2　

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務
の

名
称
等
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

個
人
情
報
取
扱
事
務
の
名
称

記
録
項
目

閲
覧
期
間

閲
覧
場
所

一　

職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒

業
程
度
）

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

又
は
結
果
、
合
計
得
点
、
最
終

合
計
得
点
及
び
順
位

合
格
発
表
の

日
か
ら
一
月

間

山
梨
県
人
事

委
員
会
事
務

局

二　

職
員
採
用
試
験
（
短
大
卒

業
程
度
）　

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

三　

職
員
採
用
試
験
（
高
校
卒

業
程
度
）

同
右

同
右

同
右

四　

資
格
免
許
職
職
員
採
用
試

験

第
一
次
試
験　

得
点
及
び
順
位

（
最
終
合
格
発
表
前
に
お
い
て

は
、
不
合
格
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

五　

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者

職
員
採
用
試
験

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

六　

警
察
官
採
用
試
験
A

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
又
は
結
果
、
合
計
得
点
及
び

順
位
（
最
終
合
格
発
表
前
に
お

い
て
は
、
不
合
格
者
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

又
は
結
果
、
合
計
得
点
、
第
一

次
試
験
と
第
二
次
試
験
の
合
計

得
点
及
び
順
位
（
最
終
合
格
発

表
前
に
お
い
て
は
、
不
合
格
者

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
三
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

又
は
結
果
、
合
計
得
点
、
最
終

合
計
得
点
及
び
順
位

同
右

同
右

七　

警
察
官
採
用
試
験
B

同
右

同
右

同
右

八　

小
中
学
校
事
務
職
員
採
用

試
験

第
一
次
試
験　

得
点
及
び
順
位

（
最
終
合
格
発
表
前
に
お
い
て

は
、
不
合
格
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

九　

小
中
学
校
栄
養
職
員
採
用

試
験

第
一
次
試
験　

試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
合
格
発
表
前
に
お
い
て
は
、

不
合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

十　

任
期
付
職
員
採
用
試
験

同
右

同
右

同
右

十
一　

職
員
採
用
試
験
（
就
職

氷
河
期
世
代
）

第
一
次
試
験　

得
点
及
び
順
位

（
最
終
合
格
発
表
前
に
お
い
て

は
、
不
合
格
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

第
二
次
試
験　

人
事
委
員
会
が

別
に
定
め
る
試
験
種
目
別
得
点

、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得
点

及
び
順
位

同
右

同
右

十
二　

障
害
者
を
対
象
と
し
た

職
員
採
用
選
考

同
右

同
右

同
右

十
三　

職
員
採
用
選
考
（
研
究

　

）

人
事
委
員
会
が
実
施
す
る
個
別

面
接
得
点
及
び
順
位

任
命
権
者
が

最
終
選
考
結

果
通
知
を
発

送
し
た
日
か

ら
一
月
間

同
右

十
四　

職
員
採
用
選
考
（
獣
医

師
）

同
右

同
右

同
右

十
五　

職
員
採
用
選
考
（
職
業

訓
練
）

同
右

同
右

同
右

十
六　

警
察
官
採
用
選
考

同
右

同
右

同
右

十
七　

職
員
採
用
選
考
（
航
空

整
備
士
）

同
右

同
右

同
右

十
八　

職
員
採
用
選
考
（
言
語

聴
覚
士
）

同
右

同
右

同
右

十
九　

職
員
採
用
選
考
（
消
防

　

）

同
右

同
右

同
右

二
十　

職
員
採
用
選
考
（
火
山

防
災
）

同
右

同
右

同
右

二
十
一　

職
員
採
用
選
考
（
行

政
）

同
右

同
右

同
右

二
十
二　

職
員
採
用
選
考
（
情

報
処
理
技
術
者
）

同
右

同
右

同
右
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